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１）高齢者施設や障がい者施設の特徴

２）感染のクラスターが発生しやすい背景

施設側の要因、利用者側の要因

３）感染はケアの受け手・提供する側双方の

人権を侵害する

４）日々のケアにその人を尊重する働きかけを

お話しする内容



介護保険施設の特徴

介護保険法

第１条（目的）

「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態
となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上
の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な保健医療サービス及び福祉サービスに係る 給付を行うため、国民の
共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関
して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を
図ることを目的とする。」



障がい者福祉施設の特徴

障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

第１条（目的）

「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし
い日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス
に係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者
及び福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と
個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与すること
を目的とする。」

第１条の２（基本理念） 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営む
ための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権
を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっ
とり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に
人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者
及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生
活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されるこ
と････



常時のお世話（介護）を
必要とする人の特徴

• 加齢や障がいのためさまざまな日常
生活を営むのに他者の支援を要する

• 食事、排泄、入浴、移動などの毎日
の暮らしに他者の手助けを必要とす
る

• なんらかの持病を有する



感染のクラスターが
発生しやすい背景



加齢による４つの影響

恒常性の維持（バランスを保つ）の機能の低下

●防衛力・・・ストレスの打ち勝つ力････防衛機能障害(主として身体面）

●予備力・・・ストレスに対処する力

●適応力・・・ストレスに順応する力

●回復力・・・ダメージから修復する力

毎日の行き届いたケアで、安定した心身の状態を保つ

生理的状態のバランスが崩れ、病的状態を引き起こす

→持病の悪化、易感染



• 長期の療養場所・暮らしの場所

• 生活機能の維持への働きかけが中心

• 生活を支援する介護職員や看護職員は、
利用者との２密（密接、密着）は避けら
れない

高齢者施設や障がい者福祉施設の特徴

介護者が感染症の媒介者になる



新型コロナウイルスの３つの感染症

引用 森光玲雄監修：新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！
～負のスパイラルを断ち切るために～,日本赤十字社,2020.3.

感染症はケアの受け手・提供する側
双方の人権を侵害する





アドボカシー

ケアを提供する現場では、自らの
権利を十分に行使することのできない
利用者の権利を代弁すること

介護職員・看護職員は権利擁護者
としての役割を担っている



今、介護保険施設や障がい者施設で

生じていること

• 面会禁止

• 外出の自粛

• 頻回な清掃

• 手洗いの励行

• 深刻な人手不足

• 人との接触を減らした

個室への隔離

• 会話が少なくなる

職員
人手不足と清掃などの仕事量の増加、
ケアが行き届かないジレンマ

利用者
筋力の低下（フレイル）の進行、転倒の多発、
活気の低下、認知機能の悪化



日々のケアにその人を
尊重する働きかけを



完全防備となったら



利用者への説明を



利用者への説明を

その人に伝わる工夫を！



まとめ

・高齢者施設や障がい者福祉施設は利用者と職員の密接・
密着したケアは避けられない

・ひとたび感染症が発生すれば感染対策に追われてその方
の機能を手助けしていたケアが行き届かない

・双方の人権が侵害される負のスパイラルが生じる可能性
も高い

・普段の感染対策を標準としつつ、利用者や家族も含めた
感染対策の方針をつくり共有

・利用者の目線で感染対策が講じられるよう説明や環境整
備を行う

https://www.ishikawa-nu.ac.jp/2020/09/11558/



感染管理の専門家の支援を得ましょう





下の方にスクロール



石川県には情報公開されている
40名の感染管理認定看護師がいる

日本看護協会 認定部 2019年12月現在



感染制御の母 F.Nightingale
(1820-1910)

近代的な病院の衛生管理の指導・普及に多大な貢献

現在でも医療施設における感染制御の基礎

出典 エドワード・クック著 中村妙子他訳：
ナイティンゲールその生涯と思想Ⅱ挿画より
1858年（38歳）

生誕200年



現代の生活においても活かすことができるF.N.の『感染予防策』

・開け放した窓から新鮮な空気を取り入れること（効果的な換気）

・室温を下げない（寒がらせない）こと（保温の重要性）

・部屋の清潔を保つこと（濡れ雑巾を用いてほこりを拭き取ること）

・陽光を取り込むこと（太陽光による殺菌効果）

・ひとつの屋根のもとに、多数の病人を密集させない事（三密の回避）

・病院（施設）が本来の機能を発揮し、感染を防止するためには、

病院（施設）の構造や立地条件を考慮すること（住居そのものの健康）


